
会　議　録 令和７年２月３日作成 令和10年３月末日廃棄

会議名 　京都府宇治警察署協議会（令和６年度第４回）　

開催日 　令和７年１月31日（金曜日）

時　間 　午後２時から午後４時までの間（ 120分）

場　所 　ＪＲ宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」４階会議室１

 　辻会長、田中副会長、中村副会長、江﨑委員、黒川委員、下津屋委員、髙田委員、 

 　田井委員、今井委員、南委員、森下委員、山本委員　 

出席者
 　（欠席　下岡委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12人

　署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、 

　交通課長、警備課長、広聴相談係長　　　　　　　　　　　　　        計10人　

諮  問 　令和６年中の宇治警察署管内の交通事故発生状況等について 

事  項   令和６年中の宇治警察署管内の犯罪発生状況等について

 １　会長挨拶　　　　　　      　　　　　　　　　　　  　　　　司会　副署長 

 ２　署長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 ３　協議                                              　　　　司会　会長 

   (1) 諮問事項説明  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　  　令和６年中の宇治警察署管内の交通事故発生状況等について～交通課長 

 【委員】死亡事故の発生状況等の説明を受けたが、管内にある病院の駐車場で発生し

 　　　た死亡事故や、他府県の高校のグラウンド内で発生した死亡事故は交通死亡事

 　　　故としてカウントされるのか。 

会　議 【警察】車両等による事故が発生した場合、発生場所に「道路性」があるのか否かに

内　容 　　　よって、交通事故になるのか否かの判断となる。道路外の駐車場等の場所であ

 　　　っても、不特定多数の車両が容易に流入できる場所であれば、「一般の交通の

 　　　用に供する場所」として、道路性が認められる場合がある。 

 　　　　道路性が認められれば交通事故としての取扱いとなる。 

 【委員】自転車や歩行者、特に子供や高齢者の事故も多いと聞くが、どのような対策

 　　　をしているのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 【警察】交通事故防止の啓発活動に力を入れている。特に自転車を含めて利用者の多

 　　　い駅等で啓発活動を定期的に実施している。 

 【委員】第二京阪道の高架下道路に横断陸橋はあるが、横断歩道がないところでは、

 　　　歩行者は道路を横断してはいけないのか。また、電動車椅子を使用している知



 　　　人から、横断陸橋のスロープを渡っていたときに充電が切れて困ったことがあ

 　　　ったと聞いた。電動車椅子を使用している者も横断歩道のないところでは道路

  　　　を横断してはいけないのか。

 【警察】電動車椅子を使用している方も歩行者として扱うので横断陸橋を利用された

  　　　い。

 【委員】交通事故の事故類型で右左折時の事故が多いと説明を受けたが、歩車分離の

  　　　交差点を増やすことはできないのか。

 【警察】右左折時の事故の中でも多いのは左折時の巻き込み事故が多い。歩車分離は

 　　　有効であるところ、交通渋滞を発生させ、その影響で停車中の車と車の間を渡

 　　　るといった乱横断が発生するケースもある。道路状況を精査し、慎重に進めて

  　　　いく。

 【警察】なお、警察庁では今後、歩車分離式信号の導入を検討すべき交差点の条件を

  　　　緩和すると聞き及んでいる。

  　(2) 諮問事項説明  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　令和６年中の宇治警察署管内の犯罪発生状況等について～生活安全課長

 【委員】特殊詐欺には警察をかたる詐欺があると説明を受けたが、以前、宇治警察署

 　　　の刑事とかたる人物から、「勤め先に爆弾を仕掛けられている。」等の電話がか

 　　　かってきたことがあり、はじめは警察というだけで信用してしまい慌てたこと

 　　　があったが、落ち着いて警察に電話をかけたところ、そういった電話はかけて

会　議 　　　いないということであった。また、国際電話でかかってくる詐欺も多いと聞い

内　容 　　　たが、どのように対応すればよいのか。 

 【警察】特殊詐欺の電話は固定電話にかかることが多いと説明したが、携帯電話にか

 　　　かってくることもある。国際電話からかかってくる電話に対しては、固定電話

 　　　は利用停止措置が可能だが、携帯電話は現在のところそれができない。国際電

 　　　話等、身に覚えのない電話は対応しない。かかってくれば警察に知らせていた

 　　　だきたい。かかってきた時間や着信番号等どういった状況なのかを警察が確認

 　　　した上、防犯メールを登録している方にメールで知らせ、被害の未然防止につ

 　　　なげる。 

 【委員】電話が使えなくなる等、総務省をかたる迷惑電話がかかってきたことがある

 　　　が他にもこういった電話はあるのか。 

 【警察】不審な電話がかかってきたとの相談はたくさんある。そういった不審電話に

  　　　関しても警察が認知すれば、防犯メールを発信し、周知を図っている。

 【委員】私が勤務する大学に、「そちらの大学生を名乗る人物がアンケートに答えて

 　　　ほしいと言われたが、そういったアンケート調査をしているのか。」との問い

 　　　合わせがあり、調査したが分からない状態である。大学では怪しい活動をして

  　　　いる人物がいるのではないかと疑っているが、警察では把握があるのか。

 【警察】そういった内容については今のところ警察では把握していない。少しでも怪

  　　　しい、不審と思ったことはどんなことでも警察に通報してほしい。

  　(3) その他

  【委員】１１０番通報と警察署、交番等への電話の違いは何か。



 【警察】１１０番通報は緊急性があり、かつ警察官に現場臨場を求めるときに利用し

 　　　ていただき、緊急性がなく、相談や警察に対する要望意見等は警察署や交番等

  　　　に電話していただきたい。

 【委員】今年、１月10日に管内のショッピングセンターで「１１０番の日」のイベン

 　　　トがあり、防犯推進委員にもイベント協力の要請があったが、要請があった日

会　議 　　　とイベントの日の期間が短かったように感じる。また、イベント開催自体を知

内　容 　　　らなかった久御山町民が多くいた。幅広い広報がしっかりできていなかったの

 　　　ではないか。

【警察】今後は早め早めの協力要請や幅広い広報に努める。 

４　事務連絡 

　　令和７年度第１回京都府宇治警察署協議会は、令和７年６月ころに実施予定であ

　る。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



第４回京都府宇治警察署協議会の開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


